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はじめに 

小柴貯油施設は、横浜市金沢区東部に位置する米軍基地の跡地です。戦前、旧日本軍に

より艦船燃料の貯蔵基地として建設され、戦後は米軍が航空機燃料の備蓄基地として使

用していましたが、平成 17 年 12 月に返還されました。 

横浜市では、平成 19 年に策定した「横浜市米軍施設返還跡地利用行動計画」を踏まえ、

市民の意見を聴きながら、当該敷地内の豊かな自然を保全し、レクリエーションの場とし

て活用できるよう、平成 20 年に「小柴貯油施設跡地利用基本計画」を策定し、都市公園

として利用することを決定しました。その後、都市公園として整備するための国有地の取

得に向け、国と協議を行い、国有地処分の概ねの条件について合意するとともに、平成 26

年 7 月に「（仮称）小柴貯油施設跡地公園基本計画」（以下「公園基本計画」という。）を

策定しました。 

「（仮称）小柴貯油施設跡地公園整備計画」（以下「本事業」という。）はこの公園基本計

画に基づき作成されています。 

本事業は、「横浜市環境影響評価条例」の第 1分類事業に該当する「運動施設、レクリ

エーション施設等の建設（都市公園の新設）」の事業となります。また、本事業に係る施

設が都市計画に定められることとなり、同条例第 46 条の規定により、環境影響評価その

他の手続は、当該都市計画に係る都市計画を定める者（以下「都市計画決定権者」という。）

が当該対象事業に係る事業者に代わるものとして、都市計画の手続と併せて行ってきま

した。 

本事業では、平成29年 6月に提出した「(仮称)小柴貯油施設跡地公園整備計画 環境影

響評価書」（以下「評価書」という。）において予測評価や環境の保全のための措置を検証

するため、工事中並びに供用後の事後調査を実施することとしています。 

平成 29 年 10 月に提出した「（仮称）小柴貯油施設跡地公園整備計画 事後調査計画書

（工事中）」に基づき、平成 31 年３月に第 1期エリア整備前に移設・移植した動植物につ

いて事後調査結果報告書（工事中その１）を提出しました。今回は、ミナミメダカ（評価

書における記載は「魚類 1種」）について「事後調査結果報告書（工事中その２）」として

まとめました。 

今後、事業を進めていく中で、環境に配慮した計画にするとともに、市民に親しまれる

公園を目指していきます。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1 航空写真（南東側からの鳥瞰） 



本書提出までの環境影響評価手続経緯一覧 

 項目 日付 備考 

計
画
段
階
配
慮
書
手
続 

計画段階配慮書 

提出 平成 26 年 7月 31 日  

公告 平成 26 年 8月 15 日  

縦覧 平成 26 年 8月 15 日～8月 29 日 15 日間 

環境情報を記載した書面の受付 平成 26 年 8月 15 日～8月 29 日 1 通 

環境影響評価審査会 平成 26 年 8月 19 日  

配慮市長意見書 

送付 平成 26 年 9月 22 日  

公告 平成 26 年 10 月 3 日  

縦覧 平成 26 年 10 月 3 日～10 月 17 日 15 日間 

環
境
影
響
評
価
方
法
書
手
続 

環境影響評価方法書 

提出 平成 26 年 12 月 26 日  

公告 平成 27 年 1月 15 日  

縦覧 平成 27 年 1月 15 日～3月 2日 45 日間 

意見書の受付 平成 27 年 1月 15 日～3月 2日 4 通 

環境影響評価審査会 平成 27 年 1月 16 日～5月 12 日 全 8回 

説明会開催 
平成 27 年 2月 6日(平日) 

平成 27 年 2月 8日(休日) 

横浜市金沢公会堂 

能見台地区センター 

方法市長意見書 

送付 平成 27 年 5月 20 日  

公告 平成 27 年 6月 5 日  

縦覧 平成 27 年 6月 5日～7月 6日 30 日間 

環
境
影
響
評
価
準
備
書
手
続 

環境影響評価準備書 

提出 平成 28 年 11 月 1 日  

公告 平成 28 年 11 月 15 日  

縦覧 平成 28 年 11 月 15 日～平成 29 年 1月 4 日 51 日間 

意見書の受付 平成 28 年 11 月 15 日～平成 29 年 1月 4日 2 通 

説明会開催 
平成 28 年 11 月 26 日(休日) 

平成 28 年 11 月 29 日(平日) 

金沢区総合庁舎 

長浜ホール 

環境影響評価審査会 平成 28 年 11 月 29 日～平成 29 年 3月 14 日 全 7回 

準備書意見見解書 

提出 平成 29 年 1月 24 日  

公告 平成 29 年 2月 3 日  

縦覧 平成 29 年 2月 3日～平成 29 年 2月 17 日 15 日間 

意見陳述の申出 平成 29 年 2月 3日～平成 29 年 2月 17 日 0 通 

審査書 

送付 平成 29 年 3月 22 日  

公告 平成 29 年 4月 5 日  

縦覧 平成 29 年 4月 5日～平成 29 年 5月 8日 34 日間 

環
境
影
響 

評
価
書
手
続 

環境影響評価書 

提出 平成 29 年 6月 27 日  

公告 平成 29 年 7月 14 日  

縦覧 平成 29 年 7月 14 日～平成 29 年 8月 14 日 32 日間 

事
後
調
査 

手
続 

工事着手届出書 平成 29 年 7月 26 日  

事後調査計画書（工事中） 
提出 平成 29 年 10 月 2 日  

公告 平成 29 年 10 月 13 日  

事後調査結果報告書（その１） 
提出 平成 31 年 3月４日  

公告 平成 31 年 3月 15 日  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「横浜市環境影響評価条例の手続き【手続フロー図】」 

（横浜市環境創造局政策調整部環境影響評価課ホームページ、令和元年９月調べ） 
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本書で使用した 1/25,000 図及び 1/10,000 図の作成に当たっては、国土地理院で整備・編集

した基盤地図情報を使用しました。 
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第１章 対象事業の計画内容 

 

1.1 事業者の名称及び所在地 

 

名 称：横浜市 

横浜市長 林 文子 

所在地：神奈川県横浜市中区港町1丁目 1番地 

 

 

1.2 対象事業の名称 

 

名 称：（仮称）小柴貯油施設跡地公園整備計画 

 

 

1.3 対象事業の種類、規模 

 

種 類：運動施設、レクリエーション施設等の建設（都市公園の新設）（第 1分類事業） 

 

規 模：敷地面積※    約 55.8ha（都市計画決定区域 約 55.7ha） 

※河川管理用通路（約 0.1ha）を含めた整備区域面積 

形質変更区域面積 約 19.8ha 

 

1.4 対象事業の実施区域 

 

対象事業実施区域：横浜市金沢区柴町、長浜、長浜二丁目及び並木三丁目地内 

 

本事業の対象事業の実施区域（以下「計画地」という。）は、図 1.4-1 に示すとおりです。 
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図 1.4-1 計画地 
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1.5 対象事業の概要 

 

1.5.1 テーマと方向性 

本事業は、平成 26年 7月に策定した公園基本計画において「緑」、「環境」、「歴史と景観」の 3

つのつながりに重点を置き、“森と海に抱かれた自然空間を、市民が憩い、集い、楽しむと共に、

みどりアップや生物多様性、地球環境の大切さを、市民が感じ、学び、育てる緑の拠点”作りを目

指し、以下のテーマを設定しています。 

 

テーマ： 『 緑からつくり育む環境体感公園 』 

 

これを受け、公園整備の考え方を評価書において以下のように定めています。 

 

1) 『緑』のつながり 

称名寺・円海山へ連なる緑や金沢の旧海岸線に連なる公園緑地など、周辺の緑と連携し、樹

林地の保全や緑化、農業体験など、緑の保全・再生・創造を人材育成も含めた市民協働などに

よって進めながら、散策、休息、運動、防災など、市民の暮らしとともにつながる緑の空間を

整備します。 

 

2) 『環境』のつながり 

生物多様性に配慮し、生物の生息・生育環境を保全・再生・創出するため、周辺環境との連

続性に配慮した環境を整備します。エネルギーの地産地消など、環境配慮意識の高いライフス

タイルや暮らしと環境のつながりを体験・学習できる場を整備します。 

 

3) 『歴史と景観』のつながり 

戦前に築造された小柴貯油施設は、開港をはじめ横浜の歴史にゆかりがある場所であるとと

もに、金沢の旧海岸線の景観と横浜最大級の森である円海山へとつながる緑の景観を有してい

ます。そのため、市内でも独自の魅力的な景観を保全しつつ、市民が歴史と景観を体感できる

場を整備します。 
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1.5.2 整備方針 

1) 体験・学習の重視と生物多様性、地球温暖化対策への配慮 

樹林地の保全再生や植樹、都市農業との連携、緑に関する人材育成など、市民が緑に気軽に

関わることのできる機能を導入し、市民が緑について様々な角度から体験・学習できる場とな

るよう整備を進めます。 

 

2) 造成及び施設整備 

既存の地形や樹林地などを活かしながら、施設整備やタンク処理、バリアフリー動線の確保

など、公園利用に必要な範囲の造成を行います。 

施設整備に当たっては、リサイクル製品を利用することとし、他の公園・樹林地から発生し

た間伐材や土を再利用するなど、既存施設の活用も進めます。 

公園管理や活動に使用される施設における水利用・排水処理については、農業体験など限ら

れた用途で井戸水を利用する以外は、公営上水道、公共下水道を利用する計画です。 

 

3) 土壌汚染対策 

計画地は、土壌汚染対策法に基づく調査を行った結果、計画地内に土壌の汚染があると認め

られため、平成 27年 3月に形質変更時要届出区域に指定※1されています。 

現状の土壌汚染については、同法に基づいて処理することとし、汚染土壌のある位置の整備

計画に合わせて、舗装、立入禁止、土壌入替え、盛土及び遮水工封じ込めの措置を行っていま

す。 

 

4) 既存施設（貯油タンク等）の取扱い 

現在、敷地内には図 1.5-1 に示すように 34 基の貯油タンクが残されています。これらのう

ち、大型地下タンクは安全性を確認した上で躯体を土留めとして利用し、埋戻したうえで上部

利用を行います。 

大型地下タンク 1基、一部の地下トンネルの出入口部分及びパイプラインの一部を、利用者

の安全を確保した上で歴史的遺構として保存活用し、活用しないものについては撤去作業を進

めています。また、計画地の歴史を残すため、既存のポンプ室を活用し貯油施設に関連する機

器や設備などを展示する展示資料館を整備します。 

各タンクの取扱い方針は、表 1.5-1 に示すとおりです。 

 

  

                             
※1土壌汚染対策法に基づく調査の結果、法に定める指定基準に適合せず、土壌の汚染があると認められた土地につい

ては、都道府県知事（指定都市の長）が汚染された土地として以下の区域を指定し、公示します。 

要措置区域： 

土壌汚染の人への摂取経路があり、健康被害が生ずる恐れがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域 

形質変更時要届出区域： 

土壌汚染の人への摂取経路がなく、健康被害が生ずる恐れがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域 
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凡  例 

 大型地下タンク（直径約 37～38m×深さ約 28～29 m）・・・・・・・・・ 11 基 

 小型地下タンク（直径約 18 m×深さ約 20～21 m）・・・・・・・・・・・ 14 基 

 地上タンク（直径約 23 m×深さ約 11 m ほか）・・・・・・・・・・・・・ 5 基 

 廃油タンク（直径 5.5 m×高さ 5.5 m 2 基ずつ 2 箇所に地下格納）・・・・ 4 基 

 地下トンネル  

図 1.5-1 地下タンク等現況図 

 

表 1.5-1 タンクの取扱い方針 

タンクの種別 該当タンク（No.） 取扱い方針 

大型地下タンク 1,2,3,4,5,7,8,9,17 躯体を土留めとして利用し、埋め戻して上部を

広場利用 

6 埋め戻して上部を修景池として利用 

16 活用を検討（歴史的遺構） 

小型地下タンク 13,14,15,18,19, 

20,21,22,23,24,34 

保存（周辺立入禁止措置） 

10,11,12 汚染土壌の封じ込めに利用（周辺立入禁止措置） 

地上タンク 25 活用を検討（大型遊具） 

26,27,28,29 活用を検討（環境学習施設など） 

廃油タンク 30,31,32,33 撤去後埋め戻して上部を利用 
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5) 市民協働 

事業計画策定や環境影響評価手続、都市計画手続及び設計などの各段階で、市民の意見を聴

くとともに、樹林地の保全管理から、市民植樹による森づくりなどの整備段階、開園後の運営

管理にも市民が参画する仕組み作りを検討します。 

 

6) 防災への配慮 

防災については、広域避難場所として指定されることを前提に、関連施設である防火水槽、

広域避難場所機材庫の設置を進めます。また、災害時にも活用が可能な広場を確保します。 

なお、整備に当たっては、公園内に設置される太陽光発電などが災害時にも活用可能となる

ように検討をします。 

 

  



1-7 

1.5.3 ゾーニングと主な施設 

計画地は、図1.5-2 及び表 1.5-2 に示すとおり、地形的特徴から大きく東側低地、南側谷戸、

北側谷戸、丘陵上部平坦地の 4つのエリアに分かれます。また、それぞれのエリアごとに、地

形や植生、既存施設や動線などを踏まえゾーンを設定し、そこで行われるアクティビティにつ

いて検討を行いました。 

土壌汚染対策及び法面処理に係る安全対策の実施後に、各エリアの整備に着手することから、

整備が完了したエリアから供用を開始します。また、全エリアの整備完了までには時間を要す

るため、市民ニーズ等が変わる可能性にも柔軟に対応できるような計画としていきます。 

さらに、計画地東側に隣接する小柴埼緑道との一体的な整備を図ることにより、東側低地エ

リアに対するアクセス（車動線及び歩行者動線）を向上させます。 

 

図 1.5-2 ゾーニング図 
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表 1.5-2 エリア別整備内容 

エリア エリアの考え方 ゾーニング 主な施設とアクティビティ 

緑の広場空間 

創造エリア 

（東側低地） 

平坦な地形を活かした

広場を中心とした空間

とし、緑花も含めた新た

な緑の創造を図る。 

また、管理センターや駐

車場など管理施設を配

置する。 

草地広場ゾーン 

多目的に利用できる広場及び対象年齢層の広

い大型遊具を配置する。また、花壇やビオトー

プなど、市民と協働するアクティビティも備え

る。災害時には広域避難場所として活用できる

場を整備する。 

センター広場 

ゾーン 

当該計画地のシンボル広場として、既存地上タ

ンクを中心として、水景施設や既存建物を改築

した管理棟を設置する。 

多目的レクリエー

ション広場ゾーン 

野球やサッカーなどの練習や地域のイベント

で利用でき、災害時にも広域避難場所として活

用可能な広場を整備する。 

エントランス 

ゾーン 
来園者用駐車場を整備する。 

小柴埼緑道の 

一体整備 

緑・河川空間の一体利用を行うことにより、国

道及び市道並びに駅及び周辺市街地からのア

クセスの向上を図る。 

エントランスや園路、人道橋を整備する。 

里山空間再生 

エリア 

（南側谷戸） 

計画地南側の市民農園

（柴シーサイドファー

ム）に隣接し、ホタルな

どが生息する細長い谷

戸地形となっている。 

生物の生息環境の再生

や市民協働による樹林

地の保全などを行いな

がら、農業体験もできる

里地里山空間の再生を

目指す。 

谷戸空間 

再生ゾーン 

里山景観や生物生息環境の場を確保するため、

植樹により森を再生する。 

ホタルの生息環境を保全・再生する。 

花木園の散策など、自然との触れ合いができる

場を整備する。 

里山農体験 

ゾーン 

南斜面の谷戸や平地を利用した田畑の耕作や

果樹の栽培など、様々な農業体験ができる場を

整備する。 

展望広場ゾーン 
八景島方面を望む展望広場とその散策路を整

備する。 

自然環境保全 

エリア 

（北側谷戸） 

旧来の樹林地及び草地

など自然環境の保全を

基本とする。 

自然環境保全 

ゾーン 

現在の貴重な生態系保全の観点から、樹林地及

び草地への人の立入りを制限し、閉鎖管理とす

る。「横浜市森づくりガイドライン」を参考にし

ながら、ボランティアによる保全管理作業や近

隣の子どもたちを集めた自然観察会などを行

う場を整備する。 

活動・体験 

・学習エリア 

（丘陵上部 

平坦地） 

地下タンクなどの処理

を行いながら、緑の再生

を図るとともに、緑や環

境に係る様々な活動や

体験、学習の場を目指

す。 

緑化・環境体験 

・学習ゾーン 

既存タンクを利用した壁面緑化や太陽光発電、

ビオトープなど、緑化や環境学習の体験の場を

整備する。 

タンク広場 

ゾーン 

歴史的遺構の見学などの地下タンクの利活用

を検討する。 

地下タンクの上部空間を多目的広場として整

備する。地下タンクの上部利用の際には、安全

性を考慮し、土砂埋戻し処理をして使用するも

のとする。 



1-9 

1.5.4 施設配置計画 

施設配置に当たっては、既存の地形を活かし、形質の変更を最小限に留める計画としました

（図 1.5-3～図 1.5-5）。また、計画地内で発生する建設発生土は、区域内の盛土材として再利

用する予定です。汚染が確認されている土壌については、土壌汚染対策法に基づいて処理する

こととし、汚染土壌のある位置の整備計画に合わせて、舗装、立入禁止、土壌入替え、盛土及

び遮水工封じ込めの措置を行っています。 

施設については、基地時代にポンプ室として使われていた施設を活用し展示資料館として整

備する等、既存の施設を出来る限り活用するほか、公園を管理運営するための管理センターや、

学習活動の拠点となるような自然エネルギー学習棟や里山農体験拠点といった施設を整備しま

す。 
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図 1.5-3 計画平面図 
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図 1.5-4 主要計画断面図 
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図 1.5-5 形質変更区域図 
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1.5.5 整備スケジュール 

整備スケジュールは、表 1.5-3 に示すとおり予定しています。 

施工は 3期に分けて行い、整備が完了したエリアから供用を開始します。 

 

平成 26年度 環境影響評価手続着手 

平成 28年度 都市計画手続着手 

平成 29年度 国有地の無償貸付契約 

 着工 

令和２年度 一部供用開始 

令和 14年度 整備完了 

 

表 1.5-3 整備スケジュール（予定） 

 

 

 

 

  

 平成 29～令和 4年度 令和 5～8年度 令和 9～14年度 

第 1期エリア 

 

 

 

 

 

 

第 2期エリア 

 

 

 

 

 

 

第 3期エリア 

   

 

整備期間 

樹林地保全管理・植樹等 

タンク処理、樹林地保全管理・植樹等 

令和2年度一部供用開始 

工事前の管理行為等 

※第１期エリアの整備に関連する工事を実施します。 

※ 
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1.5.6 施工計画 

1) 工事概要 

本事業は、平成 29年度に着工し、整備期間は令和 14年度まで約 16年間を想定しています。 

公園整備に当たっては、3 つのエリアに分け段階的に整備を行います。各エリアの整備は、

図 1.5-6 に示すとおり進めていく計画です。 

なお、崖の安全対策については、計画地外への影響が考えられる部分については、当該エリ

アの工事時期を待たずに行います。 

 

 

図 1.5-6 各エリアの整備予定 

図 1.5-2 における地形や植生などを踏まえて設定したゾーニングと、 

工事の施工計画から作成された整備予定は一致しません。 

 

2) 工事工程 

本事業の工事工程は、表 1.5-4 に示すとおりです。 

なお、工事の進捗等を踏まえ、一部工事工程を見直ししています。 

 

3) 工事用車両ルート 

工事用車両ルートは、図 1.5-7 に示すルートを利用しています。 
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工
種

工
事

内
容

土
壌
汚

染
対

策
工

事
置

換
、
地
下

タ
ン
ク
に

封
じ
込
め

基
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整
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工
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設
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既
存
タ
ン
ク
処

理

設
備
工
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水
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場
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備
工
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駐
車
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整
備
工
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装

修
景
施

設

サ
ー

ビ
ス
施

設

管
理
施

設

遊
戯
施

設

建
築
施

設

植
栽
工

植
栽

（
高

木
、
中
木

、
低

木
）

2
0
3
1
年

R
1
4
年

度

施
設
整

備
工

R
8
年

度
R

9
年

度
R

1
0
年

度
R

1
1
年

度
R

1
2
年

度
R

1
3
年

度
R

7
年

度

2
0
2
6
年

2
0
2
7
年

2
0
2
8
年

2
0
2
4
年

施
工

計
画

第
１

期
エ

リ
ア

第
２

期
エ

リ
ア

第
３

期
エ

リ
ア

整
備

2
0
2
5
年

R
2
年

度
R

3
年

度
R

4
年

度
R

5
年

度
R
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年

度

2
0
2
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年

2
0
2
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年

2
0
3
0
年

2
0
1
7
年

2
0
1
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年

2
0
1
9
年

2
0
2
0
年

H
2
9
年

度
H

3
0
年

度
R

1
年

度

2
0
3
2
年

2
0
2
1
年

2
0
2
2
年

樹
林

地
保

全
管

理
・
植

樹
等

第
３

期
（
活

動
・
体

験
・学

習
エ

リ
ア

整
備

）

第
１

期
（
緑

の
広

場
空

間
創

造
エ

リ
ア

整
備

）

第
２

期
（
自

然
環

境
保

全
エ

リ
ア

・里
山

空
間

再
生

エ
リ

ア
整

備
）

タ
ン

ク
処

理
、

樹
林

地
保

全
管

理
・植

樹
等

整
備

期
間

※
第

１
期

エ
リ

ア
の

整
備

に
関

連
す

る
工

事
を

実
施

し
ま

す
。

工
事
前
の
管
理
行
為
等

※

表
1.
5-
4 

工
事
工
程
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図 1.5-7 工事用車両ルート 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 事後調査結果 
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第２章 事後調査結果 

 

2.1 事後調査計画書で記載した事後調査の項目及び手法 

 

事後調査計画書（工事中）に記載した事後調査の項目及び手法は、表 2.1-1 に示すとおりで

す。 

なお、地下水の水質に関する調査は、工事の進捗等を踏まえて実施するため、調査位置、調

査時期はその状況に応じて見直す可能性があります。 

 

表2.1-1 事後調査の項目及び手法（工事中） 

項 目 調査項目 調査位置 調査頻度 調査時期 調査方法 

生
物
多
様
性 

動物 

･植物 

移設・移植により

保全措置を講ず

る、注目すべき動

植物種の生息・生

育状況 

計画地内 各動植物種毎に1回 移設・移植の翌年 現地調査により、移設･

移植対象とした動植物

種の生息・生育状況を

把握する。 

水質・底質 地下水の水質 図2.1-1参照※ 「土壌汚染対策法

施行規則 別表第 6」 

(平成 14年 5月、環

境省令第29号)に示

される頻度による 

各工期、一次造成が

行われた翌年度 1 年

間 

 

「地下水に含まれる調

査対象物質の量の測定

方法を定める件」 

（平成15年3月6日、

環境省告示第17号）に

示される方法による 

調査対象物質： 

ベンゼン、砒素、鉛 

※ 工事の進捗状況等に合わせて、適切な地点で調査を行うよう適時事後調査地点の見直しをします。 
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2.2 事後調査の実施時期、実施期間 

 

事後調査結果報告書（工事中その１）で報告したとおり、環境の保全のための措置としてミ

ナミメダカ（評価書における記載は「魚類 1種」）については、これまで専門機関において飼育

し、域外保全を図ってきました。環境保全目標「注目すべき動物種等の動物相及び生育環境へ

の影響を最小限に留めること。」を達成するために、公園内の移設先の整備内容の検討、域外保

全を並行して行う妥当性を評価する目的でミナミメダカの体色遺伝子とミトコンドリア DNA を

分析しました。その結果、元来地域に生息していた集団ではなく外部から移入された集団であ

ることが確認されました。このため、専門家の助言等により公園内へのミナミメダカの移設及

び域外保全は行わないこととします。事後調査は、「移植・移設により保全措置を講ずる、注目

すべき動植物種の生息・生育状況」を調査することとしていたことから、移設による保全を行

わないこととしたミナミメダカは事後調査の対象外とします。 

本事業の工事中の事後調査の実施予定時期及び事後調査結果報告書の提出予定時期は、表

2.2-1 に示すとおりです。 

事後調査の実施時期については、ミナミメダカにおける事後調査結果報告書の提出時期を見

直ししたことから、事後調査結果報告書の提出時期を追加しました。 

本事業の工事は、長期に渡るため、工事中の事後調査結果報告書は、５回に分けて提出する

予定です（工事中その１：平成 31年３月（提出済）、工事中その２：令和元年度、工事中その

３：令和３年度予定、工事中その４：令和 7年度予定、工事中その５：令和 11年度予定）。 

ただし、現地調査は、工事の進捗等を踏まえて適切な時期に実施するため、時期が変更とな

る可能性があります。 
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● ●
●
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植
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。
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３
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事
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（
工
事
中
）
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2.3 予測結果、環境保全目標及び環境の保全のための措置 

 

1) 生物多様性【動物】 

環境影響評価書に示した予測結果、環境保全目標及び環境の保全のための措置の内容

は、表 2.3-1 に示すとおりです。 

 

表 2.3-1 予測結果、環境保全目標及び環境の保全のための措置（生物多様性【動物】） 

種 
予測結果 

（環境影響評価書） 

環境保全目標 

（環境影響評価書） 

環境の保全のための措置 

（環境影響評価書） 

ミ
ナ
ミ
メ
ダ
カ 

本種は、第 1 期工事範
囲の水路で確認されてい
ます。 

確認地点である水路の
改変は計画されており、
また、本種が自力で別の
水路へ移動することは難
しいと考えられます。そ
のため、第 1 期工事実施
にあたっては、本種の移
設等、保全のための措置
の方法を検討します。 

注目すべき動物種等の動
物相及びその生息環境への
影響を最小限に留めるこ
と。 

・アズマヒキガエル※1、ヒ
ロバネカンタン及びミ
ナミメダカ※2 について
は、必要に応じて専門家
の意見等を踏まえ、工事
着手前に移設を行いま
す。 

※1 アズマヒキガエルについては、今後、第 2 期整備段階で移設を行う予定です。 
※2 ミナミメダカについては、外部から移入された集団であることが確認されたため、専門家の助言等により公園内へ

の移設は行わないこととし、域外保全も行わないこととします。 
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2.4 事後調査結果の考察 

 

1) 考察（生物多様性【動物】） 

ミナミメダカについては、体色遺伝子とミトコンドリア DNA を分析した結果、元来地

域に生息していた集団ではなく外部から移入された集団であることが確認されたため専

門家の助言等により移設及び域外保全を実施しません。 

なお、環境保全目標「注目すべき動物種等の動物相及びその生息環境への影響を最小

限に留めること。」は達成されているものと考えます。 

 

 




